
小嶋税務会計事務所

当社は昨年に退職した社員に対して未払の残業代と遅延損害金を支払うこととなりまし

た。当社が支払うこれらの金額に対する所得税の源泉徴収はどのようにすべきでしょうか？

解説

１． 未払残業代の所得区分と源泉徴収

１）未払残業代は退職者に対する給与なので給与所得に該当します。（退職に起因して支払

われるものではないので退職所得ではありません。）

２）①未払残業代を損害賠償金として一時に支払う場合

支払う残業代を精算金として一時に支払う場合は、支払いをした年分の賞与として取り扱

われるので、支払いを受けた年分の給与所得として課税します。

②過去の給与を遡及して実際の支払額との差額を支払う場合は、過去の年分の給与所得と

なりますので、過去年分を修正します。そのため、年末調整をやり直す必要があり、源泉

徴収票や給与支払報告書を再提出しなければなりません。

２． 会社側の取扱い

法人税法上、損害賠償金として取り扱っても、過去分として遡及して支払っても、支払っ

た日の属する事業年度の損金の額に算入します。ただし、支払った月の翌月 10 日までに

源泉税を納付する必要があります。

３． 退職者に対する遅延損害金

遅延損害金については、雑所得として取り扱います。遅延損害金は源泉徴収の対象となっ

ていませんので、源泉徴収する必要はありません。

要するに…
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退職者に対する未払残業代の税務上の取扱い

未払い残業代を精算するうえで、賠償金として支払うか、遡及分として差額分を支払うかは
会社の事務処理の手間がかなり変わります。社会保険料についても、遡及払いの方は算定の

基礎届出や労働保険料の申告書も再提出が必要となります。なので、会社としては賠償金と

して支払うほうが手間がかかりません。（ただし、社員側では不利になる可能性が高いです）

未払の残業代については賞与として源泉徴収をします。遅延損害金については、基本的に雑

所得として取り扱うので源泉徴収の必要はありません。


